
 

 

 

 

 

消防団員は普段は様々な仕事に就きながら消防団活動に従事しています。 

火災が発生すれば現場に駆け付け、消防署と協力して消火活動にあたります。 

風水害が起きれば、土のう積みや避難誘導等の水防活動を行います。 

行方不明者がいたら、警察等と協力して捜索を行います。 

平常時はポンプ等の点検や訓練、火災予防等の広報活動、地区行事への参加等地域のために活動 

を行っています。 

地域の安心・安全のために活動する地域のヒーロー、それが消防団です。 

 

 

 

第１０分団は、烏帽子区、高森区、信濃境区、池袋区を管轄しており、区域内 

には小学校、保育園、駅舎、福祉施設など、重要な施設が多くあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４・５・６月 

・春季訓練 

・水防訓練 

・ポンプ操法大会 

７・８・９月 

・OKKOH警備 

・町防災訓練 

 

１０・１１・１２月 

・秋祭り警備 

・秋季訓練 

・火災予防パレード 

・年末特別警戒 

１・２・３月 

・祝い放水、どんど焼き 

・消防出初式 

・町防災訓練 

富 士 見 町 消 防 団 

第１０分団 

・定数３９名 

・実員数３6名 R7.4.2現在 

・基本団員３2名 

・女性団員 1名 

・機能別団員 3名 

第１０分団について 

ポンプ自動車 令和７年配備 

ＡＴ・４ＷＤ 

準中型免許 

（免許取得費用補助あり） 

第１０分団の活動 

☆キャブオーバータイプの全
国でたくさん配備されている
ポンプ車です。 
富士見町消防団で 1番新しい
車両です。 
 

☆災害対応 

・火災 

・風水害 

・捜索活動など 

☆その他 

・予防広報 

☆基本団員とは？ 
災害対応、各種訓練や行事、
点検等を行います。家庭等の
事情に合わせて、参加できる
時に参加できます。 
※強制なし！ 
☆機能別消防団員とは？ 
基本団員が不足する昼間の
災害対応を主として活動する
団員です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年額報酬 団員：36,500円 ※階級に応じて変動します。 

出動報酬 災害時  4時間未満 4,000円 4時間以上 8,000円 

災害以外 1回につき 1,000円（年間事業計画に基づく訓練等） 

公務災害補償 消防団活動中の負傷等は損害を補償します。 

福祉共済 消防団活動に関わらず、事故や疾病により 7日以上入院した場合等 

に見舞金がもらえます。 

退職報償金 消防団員として 5年以上勤務して退職した者に、階級や勤務年数に 

応じて退職報償金を支給します。 

富士見町消防団員になったら 

Q．どんな職業の人が団員になれますか？ 

Ｑ．訓練とか厳しくない？ 

Ａ．消防団員に厳しい訓練は不要です。自身と周りの人がケ

ガをしないよう、必要なことから丁寧に教えます。 

お問い合わせ先 
第 10分団 
または 
富士見町消防課 電話 61-0119 

教えて！１０分団員さん 

消防団員募集中！ 

男女問いません。 

地区との関わり 

どんど焼きや秋祭りなど、地区の行事では町内会・子供会・消

防団、それぞれの立場で参加しています。消防団をきっかけ

に、幅広い多様な人たちとの交流が生まれています。 

Ａ．仕事は一切問いません。家事手伝いや無職も大歓迎で

す。 

第 10分団は、20代前半から

50 代まで、女性団員も一緒

に活動しています。慰労会多

めですが参加はもちろん自由

です。ぜひ一度お問い合わせ

ください。 

第１０分団のここが良い！！ 


